
                                     令和 7 年 2 月 1 日現在   

＜施設基準に関する届出について＞ 

 当病院は、以下の施設基準に適合している旨の届出を東北厚生局に行っております。 

1. 入院料   ： 急性期一般入院料１ 

2. 特定入院料 ： 地域包括ケア病棟入院料 1、回復期リハビリテーション病棟入院料 1、特殊疾患病棟入院料 1、 

3. 食事療養   ： 入院時食事療養（Ⅰ）・入院時生活療養（Ⅰ） 

4. 入院料加算等： 重症者等療養環境特別加算、診療録管理体制加算 3、救急医療管理加算、入退院支援加算 1、 

地域連携診療計画加算、入院時支援加算、総合機能評価加算、医療安全対策加算 2、医療安全対策地域連携 

加算 2、療養環境加算、患者サポート体制充実加算、感染対策向上加算 2、連携強化加算、サーベイランス強 

化加算、医師事務作業補助体制加算 1（30 対 1、50 対 1）、データ提出加算 2（200 床未満）、超急性期脳卒 

中加算、急性期看護補助体制加算（25 対 1：看護補助者 5 割以上）、看護職員夜間配置加算 1（12 対１）、 

夜間 50 対１急性期看護補助体制加算、夜間看護体制加算、看護補助体制充実加算 1、病棟薬剤業務実施加算 1 

認知症ケア加算 1、せん妄ハイリスク患者ケア加算、後発医薬品使用体制加算 1、看護職員処遇改善評価料 

入院ベースアップ評価料、リハビリテーション栄養口腔連携体制加算  

 5.初診料等   ： 機能強化加算、外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）、医療 DX 推進体制整備加算 

6.医学管理等   ： 薬剤管理指導料、開放型病院共同指導料、ニコチン依存症管理料、医療機器安全管理料 1、救急搬送看護体制加 

算１（夜間休日救急搬送医学管理料の注 3）、がん治療連携管理料、検査・画像情報提供加算及び電子的診療情 

報評価料、糖尿病透析予防指導管理料、院内トリアージ実施料、相談支援加算（療養・就労両立支援指導料） 

 7．在宅医療  ： 在宅療養支援病院（1）、在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料、 

遠隔モニタリング加算（在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注 2） 

8. 画像診断  ： 磁気共鳴コンピューター断層撮影（ MRI 撮影(1.5 テスラ以上 3 テスラ未満)） 

コンピューター断層撮影（ CT 撮影(マルチスライス型 16ch 以上 64ch 未満)） 

 9.注射     ： 無菌製剤処理料 

10. リハビリ    ： 脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ）、運動器リハビリテーション料（Ⅰ）、呼吸器リハビリテーション料 

（Ⅰ）、心大血管疾患リハビリテーション料（Ⅱ）、廃用症候群リハビリテーション料（Ⅰ）、 

摂食嚥下機能回復体制加算 2 

11. 検査料      :  検体検査管理加算（Ⅱ） 

12. 手術/輸血/麻酔/病理： ペースメーカー移植術・ペースメーカー交換術、 大動脈バルーンパンピング法（IABP 法）、 

             輸血管理料（Ⅱ）、輸血適正使用加算、麻酔管理料Ⅰ、保険医療機関の連携による病理診断 

＜保険外負担に関する事項＞ 

当院では、以下の項目について、利用件数に応じた実費の負担をお願いしています。 

1. 死後処置料・寝巻き  11,000 円 ・ 2,750 円 

2．脳 ド ッ ク        1 回につき  12,100 円～ (追加検査に応じて変更あり) 

3. AI 検査・診断料     ○30 分未満 45,650 円  ○30 分以上 56,650 円 

4. 文書料              ○普通診断書料  3,300 円  ○入院証明書  7,150 円  ○死亡診断書  6,050 円 

 ○後遺障害証明書 8,250 円  ○入所用診断書 3,850 円～（検査項目により変更あり） 

5. カルテ開示等        ○開示手数料 2,200 円  ○要約書 3,300 円 

○コピー料 ・経過記録等 1 枚 22 円 ・フィルム半切 1 枚 770 円 ・画像 CD-R 1 枚 1,100 円 

 6. 予防接種           ○インフルエンザ 4,500 円（一般）・3,800 円（中・高校生） 

 ○肺炎球菌  7,700 円（一般） 〇帯状疱疹 22,000 円 〇コロナ 15,300 円（一般） 

7.その他            ○往診等交通費 55 円/1km ごと、 ○診察券再発行 110 円 

    なお、衛生材料等の治療（看護）行為及びそれに密着に関 連した「サービス」や「物」について 

    の費用や、「施設管理費」等の曖昧な名目での費用の徴収は、一切認められていません。                                                        

病 院 長 


